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戸籍住民
基本台帳費

400万4千円
（第８号）

ϚΠφϯόʔΧʔυදهରԠۀࣄ
国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏および旧氏の振り仮名表記等の実施に伴
い、住民基本台帳システム等を整備するものです。

্ਫಓ܎ؔۀࣄඅ
昨年９月以降の小雨により筑後川水系のダム貯水率が著しく低下していることか
ら、本市水道事業において節水の呼びかけや減圧給水を実施している中、渇水対策
に要する経費の増加が見込まれており、安定した事業運営と市民生活に必要な給水
体制を確保するために、一般会計から水道事業会計へ補助するための費用を計上す
るものです。

上水道費 1,569万5千円
（第９号）

খֶࢪߍઃ੔උඅɺதֶࢪߍઃ੔උඅ
太宰府小学校および太宰府西小学校の教室棟長寿命化改良事業、太宰府小学校運動
場整備工事並びに小中学校の照明器具LED化改修工事について、国の令和７年度補
正予算（第１号）にて補助事業として採択され、より有利な財源を活用して事業が
実施可能となったこと並びに工事の早期着工、発注時期の平準化をはかるために、
令和７年度への事業を前倒しする費用を計上するものです。

අɹ目 ओɹͳɹࣄɹۀɹͱɹ༧ɹࢉɹֹิਖ਼༧ֹࢉ
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���ສ�ઍԁʹͳΓ·したɻ

˓ྩ࿨̓೥౓一ൠ会ิܭਖ਼༧ࢉʢୈ̓߸ʣ

児童福祉費 3億2,219万8千円

෺ՁߴରԠࢠҭͯԠԉख౰څ෇අ �ԯ�
���ສ�ઍԁ
物価高騰による子育て世帯への負担を軽減し、子どもたちの健やかな成長を応援す
るため、高校生年代（18歳以下）の子どもがいる世帯に対し、子ども一人あたり２
万円を給付するものです。
ઃඅ ���ສ�ઍԁࢪҭ・อҭڭอҭॴ؅ཧӡӦඅ �ສ�ઍԁɺཱࢢ
保育所等の物価高騰による負担を軽減し、継続したサービスの提供を支援するもの
です。

社会福祉費 4億1,051万5千円

৯ྉ඼౳෺Ձߴಅࢧԉۚڅ෇ۀࣄඅ �ԯ���ສ�ઍԁ
食料品等の物価高騰による家計への負担を軽減するため、19歳以上を対象に住民税
非課税世帯の方一人当たり8,000円、住民税課税世帯の方一人当たり5,000円を給
付するものです。
౳ਪਐඅ ��ສ�ઍԁࡦࢪඅ ���ສԁɺো͕͍ऀ܎ઃ౳ؔࢪऀྸߴ
高齢者施設や障がい福祉サービス事業所等の物価高騰による負担を軽減し、継続し
たサービスの提供を支援するものです。

අɹ目 ओɹͳɹࣄɹۀɹͱɹ༧ɹࢉɹֹิਖ਼༧ֹࢉ


�ग़ͦれͧれ�ԯࡀ・ೖࡀ˗���ສ�ઍԁΛ௥Ճしɺ
૯ֹ͸���ԯ�
���ສ�ઍԁʹͳΓ·したɻ
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ಓೝ定ࢢ˓
˗୐஍଄੒ʹΑΓدෟΛड͚た̐۾߸ઢʢग੃ࡾஸ໨ʣʹ͍ͭͯ

ಓೝ定し·したɻ《議案第８号》ࢢ

のऔಘ࢈ࡒ˓
˗࢙੻஍の౔஍Λ��
������ᶷʢ໿�ԯ�
���ສԁʣऔಘし·͢ɻ
《議案第７号》

˓ઐ決ॲ分
˗༡཭ੴփམԼʹΑΔं྆ଛইނࣄのଛ֐ഛঈのֹの決定ʹ͍ͭͯ
⇒損害賠償額は600,102円で、本市が加入する道路損害賠償保険および本市予算で
　相手方に全額支払いました。《報告第１号》

原案可決

˓৚例
˗ଠ࠻෎ࢢෟଐؔػઃஔʹؔ͢Δ৚例の一෦Λվਖ਼͢Δ৚例ʹ͍ͭͯ
⇒太宰府市人権センター等整備検討委員会、太宰府市公共施設整備検討委員会および
　太宰府市五条地区活性化検討委員会設置に伴い、条例の一部を改正するものです。《議案第10号》

原案可決

˗ଠ࠻෎ཱࢢখֶٴߍͼதֶࢪߍઃ࢖༻ྉの৚例の一෦Λվਖ਼͢Δ৚例ʹ͍ͭͯ
⇒市内の一部の小中学校の体育館に空調設備およびシャワーを設置したことに伴い、条例の
一部を改正するものです。小・中学校の「体育館空調」の使用料を１時間につき1,000円、半面使用
は500円、また、「体育館シャワー」の使用料を５分につき100円に設定しています。《議案第12号》

原案可決

˗ଠ࠻෎ཱࢢӡಈެԂ৚例の一෦Λվਖ਼͢Δ৚例ʹ͍ͭͯ
⇒太宰府市立松川運動公園内にスケートボード場を設置することに伴い、条例の一部を
　改正するものです。施設使用料として１回につき一般は300円、小・中学生は100円、また、
　備品使用料としてヘルメットとプロテクターそれぞれ100円に設定しています。《議案第13号》

原案可決

原案可決

˓ྩ࿨̓೥౓հޢอۀࣄݥಛผ会ิܭਖ਼༧ࢉʢୈ̐߸ʣ

˓ਓࣄ

《議案第1号》
Λબ೚͢Δ͜ͱʹಉҙし·したɻࢯઘٛจࠓ؂ࠪҕһͱしͯɺࢢ˗

͍·͍ͣΈ Αし ;Έ

同  意

˓ਓࣄ

《諮問第１号》
˗ਓݖ༴ޢҕһͱしͯɺాᔹ໌඙ࢯΛద೚ͱೝΊ·したɻ

た  Ϳͪ  ͖͋  ͻ͜

適  任

˗ଠ࠻෎ݻࢢ定࢈ࢿධՁ৹ࠪҕһ会ҕһͱしͯɺ২தඒࢯلΛ
બ೚͢Δ͜ͱʹಉҙし·したɻ《議案第５号》

͏͑  ͳか  Έ    ͖

同  意

可  決

可  決

小学校費 8億7,522万2千円
（第９号）

中学校費 4,577万1千円
（第９号）

総務管理費 334万4千円 հޢอݥγεςϜվमҕୗྉ
介護サービス
等諸費 1,800万円

අɹ目 ओɹͳɹࣄɹۀɹͱɹ༧ɹࢉɹֹิਖ਼༧ֹࢉ


�ग़ͦれͧれࡀ・ೖࡀ˗���ສ�ઍԁΛ௥Ճしɺ
૯ֹ͸��ԯ�
���ສ�ઍԁʹͳΓ·したɻ 原案可決

居宅介護サービス給付費が不足する可能性があるため増額するものです。
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